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第11回定時総会に向けて協議
3年ぶり通常規模で開催

　福岡県トラック協会（真鍋博俊会長）は、5月9日

（火）、福岡県トラック総合会館にて、令和5年度第

1回理事会を開催しました。

　冒頭、真鍋会長は挨拶の中で、福岡県商工会議

所連合会、九州経済産業局、九州運輸局、福岡労

働局をはじめ行政機関や経済団体などとの共催

で行われる取引適正化推進フォーラム(5月16日/

電気ビルみらいホール/福ト協から20名参加予定)について、中小企業への価格転嫁をテーマに開催

する旨を説明し、ようやく周囲に認識してもらえるようになった今、適正運賃収受に向けて交渉してほ

しいと述べました。また全ト協が環境対策の一環で展開している5月の美化月間への協力を呼びかけ

ました。

　会議には理事35名、監事4名が出席し、第11回定時総会(令和5年度)の議案及び運営等について協

議が行われました。

■第11回定時総会の進行・運営及び議案、固まる

まず、今年度の総会は、コロナ以前の形式（通常規模・来賓祝辞及び懇談会あり）で行うとの説明が

あり、総会スローガン、並びに正副議長及び議事録署名人の選出方法が承認されました。前年度ス

ローガンのうち、新型コロナ対策に関する項目を削除し、新たに「貨物自動車運送事業法に係る時限

措置の延長に向けた対応」を追加すると共に、労働力確保に関する項目に「2024年問題への対応」と

いう文言を付加しています。

次に、進行要領・スケジュール・会場図・開催案内等について確認されました。表彰式は行わず、議案

書に記載する受賞者名簿の披露に代えます。来賓にはご臨席を依頼する予定です。

議案に関しては、令和4年度事業報告及び収支決算書、正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目

録について説明された後、吉川監事より監査報告が行われ、すべて承認されました。

このほか、福ト協役員・各種委員会委員及び全ト協第2種普通会員の推薦について説明があり、承

認されました。

■デジタル化推進特別委員会、事業終了。総合会館の耐震補強工事、決定

令和3年度に発足したデジタル化推進特別委員会について、タブレット導入による会議資料のペー

パーレス化、「輸送情報」及びFAX一斉同報のメール配信化をはじめ当初の目的をほぼ達成したとし

て、今年度の定時総会をもって解散することが承認されました。

次に、第28回全国トラック運送事業者大会参加計画（10月4日/札幌）が示され、承認されました。福

岡県からは30名の参加が計画されています。

続いて、中嶋副会長より、トラック総合会館の耐震補強工事（拠点等整備検討特別委員会にて承認

済み）について、工事箇所・内容や見積り、スケジュール等の説明が行われ、本理事会において工事の

実施が決定しました。
（次の頁に続きます）
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その他の協議事項では、福岡支部からの要望で矢野理事から、国道3号線君畑交差点(太宰府市)

及び、高雄交差点(太宰府市)の高架化要望を、太宰府市長に対して福ト協会長から行ってほしい旨

の文書について説明があり、県ト協として取り扱うことが承認されました。

■駐車規制の見直しに関するアンケート実施

福岡県における「標準的な運賃」の届出状況（令和5年4月27日現在）は、75.4%であることが示さ

れ、時限立法延長のため引き続き80%を目指したい旨説明がありました。

続いて、全国専務理事業務連絡会議(令和5年4月6日開催)の概要について報告が行われました。

また、警察庁から各都道府県警への「貨物集配中の車両に係る駐車規制の見直しに向けた継続的

な取り組みの推進について（通達）」の発出に伴い、 福ト協では現下の状況を踏まえた駐車規制の見

直しに関する要望を行うためのアンケートを実施中である旨報告されたほか、トルコ・シリア地震救

援募金の結果(31社・1分会より総額96万円)が示されました。

■改正改善基準告示の周知対策はじまる

会員入退会状況（2・3月）、会費納入状況（2・3月）が示されたほか、表彰関連に関し、令和5年自動車

関係功労者表彰(九州運輸局長表彰)における被表彰候補者の推薦、令和4年度「全ト協表彰規程に

よる表彰」及び「正しい運転・明るい輸送運動による表彰」受賞者、令和4年無事故運動表彰選考結果

について説明がありました。

また、全ト協作成の改正改善基準告示の周知に係る荷主向けパンフレットが紹介され、県ト協では

全会員に向け荷主情報の提供を依頼したところ、592件の情報が集まった旨報告されました。なお、

全会員事業所に事業者向けパンフレットと荷主向けパンフレット各1部を送付する予定です。このほ

か、令和6年度税制改正関連要望事項(4月24日全ト協に提出）、道路関係要望事項(3月16日全ト協

に提出)について説明が行われました。

■5月は美化月間「ゴミは持ち帰ろう!」。　物流の革新に関する閣僚会議、発足

事故防止関連では、令和5年度ドライバーコンテスト県大会の実施要領（令和5年7月16日開催予

定）が確認されました。環境対策関連では、令和4年度小学生エコ絵画コンクール表彰式・展示会の開

催結果、令和4年度「トラックの森」記念植樹式の実施結果(令和5年3月24日)が報告されたほか、全

ト協が推進する5月の「トラック運送業界の美化月間」で、ゴミのポイ捨て対策として「ゴミは持ち帰

ろう!」キャンペーンの実施、車内貼付用ステッカー配付などについて説明がありました。

このほか、令和4年度「北九州市との合同緊急救援物資輸送等訓練」の実施結果(令和4年3月18

日)、令和4年度各種助成事業申請受付状況(令和5年2月28日現在)、令和4年度巡回指導実施状況

(令和4年4月〜令和5年3月)が示されました。

最後に、令和5年3月31日、「第1回我が国の物流の革新に関する閣僚会議」が開催され、岸田総理

大臣が2024年問題の解消に向け6月をめどに対策を取りまとめるよう関係閣僚に指示した旨報告

があり、その映像を視聴しました。
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TOP       NEWS-2 令和4年度 
「福ト協表彰規程による表彰」 受賞者決定

　令和5年2月24日開催の（公社）福岡県トラック協会理事会において、令和4年度の福ト協表彰規程に
よる表彰受賞者54名が決定しました。 

表彰の種類 部　門 № 事業所名 役　職 氏　名
1 福岡ロジテック（株） 常務取締役 岩川　　裕

感謝状 事業役員 2 （株）ホクエー 代表取締役 藤岡　栄治
3 信栄運輸（有） 代表取締役 田中　慎也

○感謝状 【事業役員】 3名

○表彰状 【事業者従業員】 51名 

（敬称略）

表彰の種類 部　門 № 事業所名 氏　名
1

(株)平尾運送

矢野　和彦
2 山崎　勝徳
3 上田　　博
4 時枝　　晶
5 尾形　信二
6 （有）あじさい物流 城戸　浩樹
7

九州大栄陸運（株）

中村　拓也
8 村山　秀樹
9 荒巻　寛高
10 藤田　一位
11

西日本急送（株）
池田　一美

12 奥　　敏男
13

（有）福富運送
吉井　和美

14 西本　るみ子
15 髙藤　啓介
16 （株）松田 藤川　清大
17 （有）七福運送 森藤　禎治

表彰状 事業者従業員 18 （株）博運社 稲次　真一
19 福岡ロジテック(株) 青木　史郎
20

（有）堀兄弟運送

野林　　裕
21 内永　博人
22 白石　輝久
23 辰巳　照敏
24 須堯　泰宏
25

福糧運輸(株)

花里　宗徳
26 江口　富也
27 小田　和也
28 井手　重昭
29 多仲流通（株） 高森　秀二
30

（株）比良松

森山　真吾
31 大山　秀樹
32 金子　　保
33 中尾　浩二
34 川上　和喜
35

（株）ファインロジテック
堀添　通博

36 田中　隆寛

（次の頁に続きます）
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令和4年度 
「福ト協表彰規程による表彰」 受賞者決定

表彰の種類 部　門 № 事業所名 氏　名
37

（株）ホクエー

井手　　学
38 井久保　朝之
39 鹿田　栄二
40 榎本　敬一郎
41

（株）ケイ・エム運輸機工

羽勢　康夫
42 吉田　年男

表彰状 事業者従業員 43 福間　雅一
44 山野　義美
45 矢野　耕司
46 松尾　和博
47 林　　雄一
48 丸山　浩二
1

（公社）福岡県トラック協会
鈴木　新平

団体職員 2 山下　直己
3 大山　卓見

拠　点　等　整　備　検　討

特　別　委　員　会

●4月28日（金）【福岡県トラック総合会館】

福岡県トラック総合会館の耐震補強工事（案）につい
て協議が行われました。

新館部分は平成に建設されたことから耐震基準を満
たしていますが、旧館は昭和55年に建てられており、
耐震調査を行った結果、耐震基準を満たしてないこと
が判明したため、法律に則って耐震補強の必要がある
ことを報告しました。

会館入口右側の壁、駐車場内3か所の壁と柱、2階の会
長室入口側の壁及び事務所入口左側の壁を補強する必
要があり、壁の新設あるいは既存の壁を一度取り壊し
て耐震壁の設置を行うことで震度6強から7にまで対応
できる新耐震の建物となります。

コンクリート壁撤去に伴い騒音と振動が発生するた
め、取り壊し工事は土日祝日のみで行う予定であり、そ
のため、全体の工期は最短で6月から9月中旬までの約
4カ月間となることを説明しました。当委員会で原案通
りに承認されたため、6月の理事会において提案し、承
認が得られれば工事に取り掛かります。

次に、将来的に現在地において建設を検討してい
る福岡緊急物資輸送センターの建設費に関して、近
代化基金と施設運営基金の利用について説明を行い
ました。近代化基金については、利用可能分はある
が今後融資の希望が増える可能性があり建設費とす
るには課題があるであろうこと、施設運営基金につ
いては、緊急物資輸送センターに充当するためのお
金であろうという福岡県側の認識があることを解説
しました。いずれにしても基金として積み立ててお
り、取り崩しに関しては県の了承が必要なため、3月
17日に商工部長を通して県知事に対して事業資金
の積み立て及び使用について検討を依頼した旨を
伝えました。中嶋委員長からは「これに関しては、ト
ラック総合会館が緊急物資輸送センターの機能を兼
ね備えた場所であることや詳細な改装内容及び図面
を提示しつつ、継続して理解を求めていく」と話が
ありました。

（中嶋利文委員長）



令和5年度 第1回整備管理者選任前研修開催のご案内
※選任している整備管理者が受講対象の選任後（定期）研修ではありません
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整備士資格がない方を「整備管理者」として選任する際、本研修の修了証書及び2年以上の点検・整備または整備管
理の実務経験が必要となります。

本研修の受講を希望される方は下記要領にてお申し込み下さい。

1.開催日時及び場所　
● 日　時：令和5年7月4日（火）

（受 付）12時10分〜13時30分、（研 修）13時30分〜16時00分
● 会　場：なみきホール（なみきスクエア 名称:東市民センター）

福岡市東区千早4丁目21番45号　（TEL）092-674-3981

※研修会場の駐車場は極めて少ないので、公共交通機関を利用してご来場下さい。
【違法駐車及び駐車場確保の為による遅刻等があった場合は、受講出来ません。】

※会場敷地内は全面禁煙で、施設周辺にも喫煙スペースはありません。
※迷惑駐車、喫煙等による近隣トラブルやクレームが発生した場合は、修了証をお渡し出来ない可能性があります。
※熱、咳などの症状がある方の参加は、極力ご遠慮下さい。

2.申込要領
受講希望者は、巻末の「整備管理者選任前研修申込書」に必要事項をご記入の上、
県ト協 業務一課宛【FAX：092-451-7964】へ送付して下さい。

3.申込期間　令和5年6月7日（水）〜 6月20日（火）まで
※上記期間外での申込みは無効です。申込期間は必ず厳守して下さい。
※申込受付後、「受付通知」をFAXにて送付します。
【注：受付通知の送付には1週間程度お時間を頂く場合がございます。】

※申込者ご本人しか受講出来ません。

4.受講定員  250名　
※選任している整備管理者が受講対象の選任後（定期）研修とは別の研修です。
※整備管理者に選任済みの方、並びに、自動車整備士資格（1級〜3級）をお持ちの方は、本研修を受講する必要は

ありません。
※申込は先着順にて受付を行いますので、早期に定員に達する場合があります。
※申込期間内であっても、定員になり次第、締め切らせていただきます。

5.持参するもの　※受講料無料
（1）筆記用具、（2）写真付き身分証明書（免許証等）、（3）申込み終了後に送付を受けた「受付通知」

業務改善助成金制度について
〜福岡労働局からのお知らせ〜

厚生労働省ホームページ （https://www.mhlw.go.jp/index.html）
ホームから > 政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 >労働基準 > 事業主の方へ > 事業主への支援、

助成金等一覧 > 最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業 > （2）賃金 [3]最低賃金引上げ

に向けた中小企業への支援事業 > [2]業務改善助成金

業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）の引
上げを図るための制度です。

厚生労働省では、最低賃金及び賃金の引き上げに向けた環境整備を図るため、生産性向上のための設備投資（機械設備、
コンサルティング導入や人材育成・教育訓練）などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投
資などにかかった費用の一部を助成する制度を実施しております。

詳細につきましては、以下の厚生労働省ホームページをご覧下さい。

■お問い合わせ先:福岡労働局 労働基準部 賃金室　TEL:092-411-4578

https://www.mhlw.go.jp/index.html
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令和5年度安全性評価事業
（Gマーク）の申請受付について

「申請案内」「申請書の作成方法」「申請書作成の動画」等は全日本トラック協会のホームページをご覧下さい。

https://jta.or.jp/member/tekiseika/gmark.html

● お問い合わせ・手書き申請書類が必要な方は下記までご連絡下さい。
　(公社)福岡県トラック協会　適正化事業実施機関　TEL：092-451-7846

Gマーク

福岡県貨物自動車運送適正化事業実施機関では、福岡県内の事業所からの「安全性優良事業所」認定の申請書類を下記
の要領で受け付けます。

認定証の有効期間が令和5年12月31日までの認定事業所は、更新手続きを行わないと、期日をもって認定が失効しま
すのでご注意下さい。

令和5年度から申請方法が変わります。（従来のWEBによる申請書作成システムも変わります。）

WEBの場合

受付期間 （WEB申請）令和5年7月1日(土)〜令和5年7月14日(金)

注意事項

WEB申請のみの事業所 6回更新以降の事業所、B申請、E申請

WEB申請後、自認項目書類を持参
又は郵送が必要な事業所

新規申請、A申請、C申請

WEB申請システムは5月下旬から稼働しますが、受付は7月1日からです。

窓口申請
(持参)の

場合

受付期間
（窓口申請） 令和5年7月3日(月)〜令和5年7月14日(金)
土日除く 9:00〜17:00

窓口申請
受付場所

受付会場は福岡県トラック総合会館4階402会議室までお越しください。
（福岡市博多区博多駅東1丁目18-8　福岡県トラック総合会館4階）

注意事項

● 協会駐車場が少ないため、できるだけ公共の交通機関でのご来場をお願いい
たします。

● 受付期間後半は混雑し、お待ちいただく場合がありますので、早めの申請を
お願いします。

郵送の場合

受付期間 令和5年7月1日(土)〜令和5年7月12日(水)　必着

送付先 〒812-0013　福岡市博多区博多駅東1丁目18-8　2階
(公社)福岡県トラック協会　適正化事業実施機関　宛

注意事項
簡易書留や信書便など、荷物追跡が可能な方法で送付して下さい。
窓口への持参と同様の指導員によるアドバイスはできません。

https://jta.or.jp/member/tekiseika/gmark.html
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令和5年度経営診断受診促進事業について
〜全ト協からのお知らせ〜

全日本トラック協会より、令和5年度経営診断受診促進事業の実施について、下記のとおり案内がありましたので、お
知らせいたします。

● 事業の内容
①経営改善に取り組むトラック運送事業者が、経営実態の把握と課題を抽出するために必要な「総合的な経営診断

（ステップ1）」を実施する場合に、経営診断費用の一部を助成する。
②「総合的な経営診断（ステップ1）」の後、診断士に具体的な経営相談、助言を希望する事業者に対して「経営改善相談

（ステップ2）」を実施する。

● 実施（申込み）期間
令和5年5月1日〜令和6年2月29日　※予算枠に達した場合、募集を締め切ります。

■詳細については、全日本トラック協会のHPをご覧下さい。
　https://jta.or.jp/member/shien/r05keieishindan.html
■お問い合わせ先、お申込み先　（公社）福岡県トラック協会　業務二課（担当:岡部）
　〒812-0013　福岡市博多区博多駅東1-18-8　TEL：092-451-7845

● 診断費用及び助成金額

診断費用（※） 助成金額

総合的な経営診断
（ステップ1） 16万円（税別）

全ト協より1/2（8万円）を助成する。なお、Gマーク取得事業所は
10万円を助成する。

経営改善相談
（ステップ2） 5万円（税別）

全ト協より2万円を助成する。なお、Gマーク取得事業所は3万円
を助成する。

パートナーシップ構築宣言の拡大・実効性強化について
〜全ト協・国交省からのお知らせ〜

●「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト(宣言企業のメリット)
　https://www.biz-partnership.jp/info.html
●「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト(宣言の公表方法)
　https://www.biz-partnership.jp/outline.html
●「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト(登録企業リスト)
　https://www.biz-partnership.jp/list.php

政府では、事業者がサプライチェーン全体の付加価値向上、大企業と中小企業の共存共栄を目指し、「発注者」側の立場
から、「代表権のある者の名前」で宣言する「パートナーシップ構築宣言」の普及促進に向けた取組を推進しているところ
です。

また、本年3月22日に開催された「第8回物価・賃金・生活総合対策本部」において、西村経済産業大臣より、「パートナー
シップ構築宣言についても、大企業への宣言の拡大と、調査、フィードバックを通じた実効性の向上だけでなく、地域へ
の普及に力を入れていく。」旨、発言がなされており、現在、各地方経済産業局を中心に地域における宣言拡大に向けた取
組も進展しているところです。

現下の燃料価格高騰に鑑み、特に元請事業者など下請事業者を利用するトラック運送事業者の皆様には、本制度につ
いてご理解いただき、下記ポータルサイトから積極的に宣言を行っていただきますようお願いいたします。

詳細につきましては、下記URLをご覧下さい。

https://jta.or.jp/member/shien/r05keieishindan.html
https://www.biz-partnership.jp/info.html
https://www.biz-partnership.jp/outline.html
https://www.biz-partnership.jp/list.php


令和5年度第１回運行管理者試験のご案内

8

福岡県輸送情報 No.1885 ● 令和5年5月26日発行



9

福岡県輸送情報 No.1885 ● 令和5年5月26日発行

https://www.prometric-jp.com/personal/unkan/procedure/ https://www.unkan.or.jp/

https://www.prometric-jp.com/personal/unkan/procedure/
https://www.unkan.or.jp/


自動車運送事業の運行管理者表彰について
〜九州運輸局福岡運輸支局からのお知らせ〜
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九州運輸局福岡運輸支局より、「自動車運送事業の運行管理者表彰制度」について周知依頼がありました

のでお知らせいたします。

1.表彰の目的

この表彰は、自動車運送事業の運行管理者について、運行管理業務において優良であると認められる者

を表彰することにより、安全意識の更なる高揚と運行管理業務の一層の徹底を図り、もって自動車運送事

業の輸送の安全を確保することを目的とする。

2.表彰内容
● 初めての表彰:福岡運輸支局長表彰
● 2回目の表彰:九州運輸局長表彰

（3回目の表彰については、今後の受賞実績、表彰の効果を踏まえ、大臣表彰の実施も含め検討。）

3.表彰基準（表彰規程第3条及び4条）

（1）従事年数に関する要件
● 本年4月1日現在において、自動車運送事業の運行管理者として10年以上従事している者。

（注1）連続した10年でなくとも可。

（注2）事業者が同一でなくとも可。

（2）功績等に関する要件
● 運行管理業務に関する効果的な業務手法の考案又は改善等の功績を有する者であること。

（注）安全運行に関する勉強会等の考案、安全確保に関する施設等の新設や改善、運行管理体制の見

直し等、営業所や社内で制度化されている具体的な取組みであって、それらが営業所や会社内

で制度化されているものをいう。
● 運行管理者の業務を十分に理解し適確に実施している者であること。

（注）関係法令で定められている運行管理者の業務を十分に理解し適確に実施している者であって、

業務を代務者任せとする等、事実上名目だけの運行管理者である者を除く。
● 勤務状態等が優良な者であること。

（注）無断欠勤や遅刻等が常習化している等、世間一般的に勤務状態に問題があると認められる者で

なく、かつ所定期間において無事故無違反、刑罰等ない者を指す。

（3）所定期間の輸送の安全確保に関する欠格事由
● 運行管理者として選任されていた全ての営業所において、当該営業所の運転者による道路交通法第

108条の34により通報のあった事故及び違反について、運行管理上最も責任ある者。

（注）「所定期間」は適用日（平成30年4月1日）を起算日とする5年間とし、要件に反する事故等が発生

した場合、その翌日を新たな起算日とする。

表　彰　要　領
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● 運行管理者として選任されていた全ての営業所において、当該営業所の運転者が明らかに第一当事

者となる重大事故について、運行管理上、最も責任ある者。

（注1）「運行管理上最も責任ある者」とは、当該運転者の運行開始時点呼やその他指示を行った者、

自動車事故報告書の運行管理者欄に記載されている者をいう。

（注2）「自動車事故報告規則第2条に規定する事故」のうち、第6号に該当するものは除く。
● 運行管理者資格者証の返納の処分等を受けた者又は受けるおそれがある者。

（注）「行政処分等」とは、輸送の安全に係る違反行為による安全確保命令、事業改善命令、

車両等使用停止処分、事業停止処分、許可の取消処分をいう。

 ● 運行管理者として選任されていた全ての営業所において、その選任されていた間、当該営業所が行

政処分等を受けた場合又は受けるおそれがある場合。

（注）「受けるおそれ」とは、監査が行われ処分が未定である状態をいう。

4.表彰手続き（表彰規程第7条）

事業者は、自社の運行管理者（以下「候補者」という。）に表彰を受けさせようとするときは、以下の書類

を支局長に提出する。（県ト協を通じて支局提出となります）
● 候補者が欠格事由に該当しない者であることを証する書面（2号様式）
● 候補者の功績調書（3号様式）
● 候補者の履歴書（4号様式）
● 候補者の過去5年間の無事故無違反証明書（自動車安全運転センター発行のもの）　

※運転記録証明書は不可
● 候補者の刑罰等に関する自認書（5号様式）
● 運行管理者手帳の写し（顔写真及び講習受講日の面）※選任時点〜現在まで
● 推薦書（県ト協会長宛）

5.表彰時期（表彰規程第8条）

　　　令和5年10月に予定。

6.その他（表彰規程第11条）
● 候補者が形式上偏在することを防止するため、各業種から幅広く選考することとし、同一事業者から、

同時に、多数の候補者を推薦することは避けるものとする。
● 事業者において事故・事件が最近あった場合、訴訟が継続中の場合等にあっては、一定期間表彰を行

わない。

※本表彰の詳細については、福ト協HP掲載の「自動車運送事業の運行管理者表彰規程」をご覧下さい。

【お問い合わせ先】

福岡運輸支局 整備部門 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥TEL:092-673-1196

（公社）福岡県トラック協会 業務一課 ‥‥‥TEL:092-451-7845

● 提出期限:令和5年6月16日（金）
● 提出先:〒812-0013　福岡市博多区博多駅東1-18-8　（公社）福岡県トラック協会　業務一課
● 提出部数:3部（1部原本2部は写し）
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（引越安心マーク）」の申請について
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　全日本トラック協会では令和5年7月20日（木）より、2023年度「引越事業者優良認定制度（引越安心マーク）※」
の申請受付を開始致しますのでご案内申し上げます。

※「引越事業者優良認定制度（引越安心マーク）」とは

（公社）全日本トラック協会では、平成26年度より「引越事業者優良認定制

度」を創設いたしました。当制度は安全・安心な引越サービスを提供する

と全日本トラック協会が認めた引越事業者を、引越優良事業者として認

定するものであり、該当事業者には優良事業者の証として「引越安心マー

ク（左図）」が交付されます。

令和5年7月20日（木）〜 8月2日（水）  （当日消印有効）1. 申請期間

①引越に関わる全ての事業所・営業店に、全日本トラック協会が行う引越管理者講習を2020年度以降

に修了した者が1名以上在籍していること。

ただし、講習修了者が複数の事業所・営業店を兼任することはできません。

②引越の実運送を行う全ての事業所（営業所）が、「安全性優良事業所（以下Gマーク）」であることまたは

別途定める「安全性優良事業所」に準ずる取扱いを行う審査基準を満たしていること。

③「虚偽の申請」「その他不正な行為等による申請により申請の却下」「審査の中止を受けた申請者及び

認定の取消し」を受けた引越事業者等は、「申請の却下」「審査の中止」「認定の取消し」を受けた日から

2年を経過していること。

④認定証、認定マーク及び認定ステッカーを不正利用した引越事業者等にあっては、全日本トラック協会

が是正指導を行い、不正利用が解消されたことを証明する資料の提出を受けた日から2年を経過し

ていること。

※安全性優良事業所未取得事業所に関わる特例について

下記の理由でGマークの取得が出来ない事業所には、特例を設け、別途審査を行う。

（1）特例対象事業者

申請者の事業所のうち、少なくとも1事業所がGマーク認定事業所であること、また、申請者の事

業所が全てGマーク未取得の場合は、今年度Gマーク申請を行う事業所があること。

ただし、Gマーク申請を行った結果、不認定の場合は、引越事業者優良認定も認定されない。

（2）Gマーク未取得である理由が以下のいずれかであること

①本社、利用運送のみ等実運送を行わないため、Gマークの申請資格がない場合

②事業開始後3年未満のため、Gマークの申請資格を有しない場合

③今年度にGマーク申請を行う場合

④死亡事故等によりGマークの認定要件を満たさなくなった、または申請ができない場合

⑤その他の理由によりGマークの申請が行えない場合

※詳細は、全日本トラック協会ホームページに掲載されている「2023年度申請案内パンフレット」

をご確認下さい。

【全ト協HP】　https://jta.or.jp/member/hikkoshi_member/for_get_nintei2023.html

HOME >会員の皆様へ >引越・宅配 > 引越事業者優良認定制度 > 2023年度引越事業者優良認定制度申請について

2. 申請資格

https://jta.or.jp/member/hikkoshi_member/for_get_nintei2023.html
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各申請書類は、下記の全ト協ホームページから入手できます。（前頁アドレスからアクセス可）

【提出書類様式】
　https://jta.or.jp/member/hikkoshi_member/hikkoshi_anshin_youshiki2023.html

※提出された書類は理由の如何を問わず返却されません。また、提出後に確認のため問い合わせがある場

合がございますので、必ずコピーをしておいて下さい。

※更新申請の対象事業者へは、全日本トラック協会から申請書様式一式が郵送されます。

3. 申請書類

◎申請料（税込）

　申請料・審査手数料は申請書類を受付後、全日本トラック協会より申請事業所数とGマーク未取得

事業所数に応じた金額が請求されます。請求書に記載された期日までに納付が確認できた申請者には、

申請受理書が発行されます。なお、申請料・審査手数料はいかなる理由があっても返還されません。

◎審査手数料

安全性優良事業所（Gマーク）未取得の事業所がある場合は、申請料の他に未取得事業所数に応じ、1事業

所当たり500円の審査手数料（税込）が請求されます。

　審査を希望する申請者（会社又はグループ等）は、本社・本部等及び引越に関わる全ての事業所（事業

者）の必要書類を取りまとめて、下記送付先に書留郵便等で送付して下さい。

申請事業所・営業店数 申請料（申請者あたり）

1 〜 10 事業所・営業店 3,000 円

11 〜 50 事業所・営業店 10,000 円

51 事業所・営業店以上 30,000 円

5. 送付方法

4. 申請料・審査手数料

《送付先及び問い合わせ先》　〒160-0004 東京都新宿区四谷3-2-5
（公社）全日本トラック協会　引越安心マーク 申請受付 係

TEL:03-3354-1038 ／ FAX:03-3354-1019
メールアドレス:hikkoshi-annsin@jta.or.jp

2026年度に更新審査の対象となります。（更新を行わない場合は失効となります。）

※なお、「引越事業者優良認定制度申請案内冊子」が必要な方は、（公社）福岡県トラック協会 業務一課

（TEL:092－451－7845）までお問い合わせ下さい。

2024年1月1日〜2026年12月31日（3年間）6. 認定の有効期間

https://jta.or.jp/member/hikkoshi_member/hikkoshi_anshin_youshiki2023.html
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国土交通省自動車局より、6月の不正改造車排除強化月間について通知がありましたので趣旨をご理解の上、ご協力
のほどよろしくお願いいたします。

我が国の自動車保有台数は、令和4年12月末現在で8千万台を超えており、自動車は国民生活にとって欠かすことので
きない移動・輸送手段となっています。一方、昨年の交通事故による死者数は2,610 人、負傷者数は約35.6 万人と、依然
として多くの方が事故の被害に遭われています。

このような状況にあって、暴走行為、過積載等を目的とした不正改造を施した自動車は、安全を脅かし道路交通の秩序
を乱すとともに、排出ガスによる大気汚染、騒音等の環境悪化の要因ともなっています。

このため、自動車関係団体等の協力を得つつ、「不正改造車を排除する運動」を全国的に展開し国民の不正改造排除の
意識を高めることにより、車両の安全確保・環境保全を図り、ひいては国民の安全・安心の確保を確実に実現していくた
め、「不正改造車を排除する運動」を全国的に展開します。

《6月1日（木）から6月30日（金）は不正改造車排除強化月間です》

《重点排除項目》 
(1) タイヤ及びホイール（回転部分）の車体外へのはみ出し 
(2) 灯光の色が不適切な灯火器及び回転灯等の取付け並びに保安基準上、装備が義務化さ

れている灯火器（例:側面方向指示器）の取外し
(3) 前面ガラスならびに運転者席及び助手席の窓ガラスへの着色フィルム等の貼付 (貼付

状態で可視光線透過率70%未満) 
(4) マフラーの切断・取外し及び騒音低減機構を容易に取外せる等の基準不適合マフラー

の装着 
(5) 大型貨物自動車の速度抑制装置の取外し、解除又は不正な改造、変更等 

《基本排除項目》
(1) 直前直左の周辺状況を確認するための鏡、又はカメラ及び画像表示装置の取外し 
(2) 前面ガラスへの装飾板の装着 
(3) 土砂等を運搬するダンプ車の荷台にさし枠の取付け及びリアバンパ（突入防止装置）の

切断・取外し 
(4) 基準外のウイング（エア・スポイラ）の取付け
(5) シートベルト警報装置を解除する用品等の取付け 
(6) 不正な二次架装

【参考:全日本トラック協会ホームページ】
HOME > 会員の皆様へ > 安全対策 > 令和5年度「トラック運送業界における不正改造車排除運動」の実施について
https://jta.or.jp/member/anzen/fuseikaizou_haijo2023.html

【不正改造車・黒煙110番（相談窓口）】　福岡運輸支局 整備課 092-673-1196

【不正改造項目】

https://jta.or.jp/member/anzen/fuseikaizou_haijo2023.html


令和５年度全国安全週間の実施について
〜厚生労働省からのお知らせ〜
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令和５年度全国安全週間の実施について、厚生労働省より

通知がありましたので、お知らせいたします。

1．目　的

産業界における自主的な労働災害防止活動を推進するとともに、広く一般の安全意識の高揚と安

全活動の定着を図る。

2．期　間

7月1日から7月7日までとする。

なお、6月1日から6月30日までを準備期間とする。

3．スローガン

『高める意識と安全行動　築こうみんなのゼロ災職場』

4．各事業場で実施する事項（抜粋）

（1）準備期間中及び全国安全週間に実施する事項

①安全大会等での経営トップによる安全への所信表明を通じた関係者の意思の統一及び安全

意識の高揚

②安全パトロールによる職場の総点検の実施

③安全旗の掲揚、標語の掲示、講演会等の開催、安全関係資料の配布等の他、ホームページ等を

通じた自社の安全活動等の社会への発信

（2）継続的に実施する事項

①安全衛生活動の推進

②業種の特性に応じた労働災害防止対策

○陸上貨物運送事業における労働災害防止対策

（ア）荷台等からの墜落・転落防止対策、保護帽の着用の実施

（イ）積み卸しに配慮した積付け等による荷崩れ防止対策の実施

（ウ）歩行者立入禁止エリアの設定等によるフォークリフト使用時の労働災害防止対策の実施

（エ）トラックの逸走防止措置の実施

（オ）トラック後退時の後方確認、立入制限の実施

《詳細は厚生労働省のホームページをご覧下さい。》
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32482.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32482.html


求人者マイページについて
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大澤組（株）
（北九州支部 若松分会）

北九州市若松区響南町1-45
℡093-701-6888

［事業の種類］一般貨物自動車運送事業
［車両数］普通1両、小型4両

大澤　勇次郎代表者

（有）カイザー
（筑後支部 久留米分会）

小郡市三沢3960-7
℡0942-65-7411

［事業の種類］一般貨物自動車運送事業
［車両数］普通1両、小型4両

大坪　剛代表者

（株）運輸総合整備
（福岡支部 粕屋分会）

糟屋郡須恵町大字佐谷1159-2
℡092-932-2020

［事業の種類］一般貨物自動車運送事業
［車両数］普通14両、小型3両、けん引1両

中野　弘昭代表者

長崎運送 （株）福岡営業所
（福岡支部 南福岡分会）

朝倉市馬田3318-1
℡0946-28-7708

［事業の種類］一般貨物自動車運送事業
［車両数］普通9両

河内　武彦代表者

西日本エムシー（株）
（福岡支部 粕屋分会）

糟屋郡宇美町宇美東1-1-1
℡092-957-6820

［事業の種類］一般貨物自動車運送事業
［車両数］普通4両、小型1両

久米　幸一朗代表者

（5月） 県ト協行事日程（5月27日〜6月9日）
30日（火）食料品部会役員会［14:00］〔福岡県トラック総合会館〕

（6月）
2日（金）鉄鋼輸送部会役員会［13：30］（福岡県トラック総合会館）
5日（月）政策研究会理事会［14：00］〔福岡県トラック総合会館〕
6日（火）小学生向け交通安全教室［10：30］〔津屋崎小学校〕
9日（金）小学生向け交通安全教室［10：30］〔中広川小学校〕
9日（金）海上コンテナ部会通常総会懇親会［18：30］〔オリエンタルホテル福岡〕

「よかばい・かえるばい企業」参加事業所の募集について
〜福岡県からのお知らせ〜

福岡県では、若者、女性、高齢者など多様な人材が多様な働き方を選択でき、その意欲と能力を発揮できる「魅力ある職
場づくり」を目指して、県内企業が働き方を見直すための取組を宣言・実行する「よかばい・かえるばい企業」への参加事
業所を募集しています。

登録後は、最寄りの労働者支援事務所が、魅力ある職場づくりに役立つ最新の助成金や無料相談会、セミナー等の情報
を提供するほか、福岡県働き方改革推進事業ポータルサイトで自社の取組をPRすることができます。

詳細は福岡県ホームページ（以下のURL）をご覧下さい。
　https://hatarakikatakaeru.pref.fukuoka.lg.jp/campaign/

■お問い合わせ先：福岡県 福祉労働部労働局労働政策課　TEL:092-643-3587

https://hatarakikatakaeru.pref.fukuoka.lg.jp/campaign/
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